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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２７年１１月１２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年９月１０日 １０時２０分ごろ 

発生場所 関門港響
ひびき

新港区 

 響新港西１号防波堤東灯台から真方位２８３°１.０海里（Ｍ）付

近 

 （概位 北緯３３°５７.５７′ 東経１３０°４４.９８′） 

事故調査の経過 平成２６年１０月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船兼石材砂利運搬船 祥
しょう

輝
き

丸、４８３トン 

 １３４４６９、よつみ海運有限会社 

   ５８.９７ｍ（Lr）×１３.００ｍ×５.９０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成６年３月２９日 

Ｂ プレジャーボート 淡路
あ わ じ

丸、５トン未満 

   ２９０－１２５７０福岡、個人所有 

   １０.７４ｍ（Lr）×２.４５ｍ×０.７７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２５０.０７kＷ、昭和５３年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４７歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成２６年３月１４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２６年３月１４日 

    免状有効期間満了日 平成３１年３月１３日 

航海士Ａ 男性 ５５歳 

   五級海技士（航海） 

     免 許 年 月 日 平成１３年６月２８日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年６月２４日 

    免状有効期間満了日 平成２８年６月２７日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６７歳          

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１６年１２月２日 

免許証交付日 平成２６年７月１８日 

（平成３１年１２月２日まで有効） 
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 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に塗装剝離 

Ｂ 船尾外板に亀裂及び脱落、スパンカーマスト、マリントイレ及び

オーニングの倒壊 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか４人が乗り組み、スラグ約１,２

０５t を積み、関門港響新港区を長崎県平戸市に向け、航海士Ａが単

独で船橋当直につき、自動操舵により針路を真方位約２７０°に設定

し、約１０ノットの対地速力で航行した。 

航海士Ａは、目視及びレーダーを２Ｍレンジの設定で使用して見張

りを行っていたが、前路に航行の支障となる船舶を見掛けず、他船が

いないと思って、約５分間ＧＰＳプロッターの設定作業を行った後、

船首方を見たところ、至近にＢ船を視認したので、手動操舵に切り換

えて右舵２０°とした。 

Ａ船は、平成２６年９月１０日１０時２０分ごろ、右転中の左舷船

首部とＢ船の船尾部とが衝突した。 

Ａ船は、航海士Ａが、昇橋してきた船長Ａに本事故の発生を報告し

た後、船長Ａが操船を交替し、反転してＢ船に寄せ、Ｂ船の状況を確

認した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、友人（以下「同乗者Ｂ」とい

う。）１人を乗せ、関門港響新港区で南南西方に船首を向けて機関を

アイドリング状態にし、漂泊して釣りを開始した。 

船長Ｂは、船尾甲板で釣りをしながら周囲の見張りを行っていたと

ころ、響航路第３号及び同航路第４号灯浮標付近に西航するＡ船を視

認したものの、Ｂ船の周辺海域には浅所が多数存在しており、また、

一般の貨物船が同海域の北方を航行していたので、Ａ船も一般の貨物

船と同様に航行し、接近することはないと思った。 

船長Ｂは、船首甲板で釣り中の同乗者Ｂと船首方周囲の様子を見て

船尾甲板に戻ったところ、左舷後方約１５ｍに接近するＡ船を視認し

たので、操舵室に移動して機関を操作しようと思ったが、衝突した際

の衝撃で負傷する可能性があると考え、船尾甲板で衝撃に備えた直後

にＢ船とＡ船とが衝突した。 

船長Ｂは、本事故後、海上保安庁へ通報した。 

Ａ船は、海上保安庁の調査を受けた後、平戸市へ向けて航行を再開

し、Ｂ船は自走して係留地へ戻った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

航海士Ａは、Ａ船船首の荷役用クレーンなどにより、船橋から船首

方の見張りに支障があることを知っていた。（写真１参照） 
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写真１ Ａ船船橋からの視界状況 

船長Ｂは、倒壊してきたオーニングにより負傷し、９月１７日に受

診して、頚部捻挫及び右膝関節打撲傷と診断された。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、関門港響新港区を西進中、航海士Ａが、前路に航行の支障

となる船舶を見掛けず、他船がいないと思ってＧＰＳプロッターの設

定作業を行い、船首方の見張りを行っていなかったことから、前路で

漂泊中のＢ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

航海士Ａは、Ａ船船首の荷役用クレーンなどにより、船橋から船首

方の見張りに支障があったことから、Ｂ船を視認できなかった可能性

があると考えられる。 

Ｂ船は、関門港響新港区で漂泊中、船長Ｂが、左舷後方に西航する

Ａ船を視認したものの、Ｂ船の周辺海域には浅所が多数存在してお

り、また、一般の貨物船が同海域の北方を航行していたので、Ａ船も

一般の貨物船と同様に航行し、接近することはないと思い、Ａ船に対

する見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船の接近に気付か

ずに漂泊を続け、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、関門港響新港区において、Ａ船が西進中、Ｂ船が漂泊

中、航海士Ａが、前路に航行の支障となる船舶を見掛けず、他船がい

ないと思ってＧＰＳプロッターの設定作業を行い、船首方の見張りを

行わず、また、船長Ｂが、Ａ船が接近することはないと思い、Ａ船に

対する見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことに

より発生したものと考えられる。 
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参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時、周囲の見張りを適切に行うこと。 

 ・船橋当直者は、見張りの妨げとなる作業を行わないこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２６年９月１０日 １０時２０分ごろ発生） 

Ａ船の航跡 

Ｂ船は漂泊中 


